
 

 

～神岡鉱山じん肺裁判の報告 

 

 参 加 
募 集 

 
 

イベント内容 
 来たる３月２５日、岐阜地方裁判所民事
２部において、三井金属神岡鉱山じん肺訴
訟における判決の言い渡しがあります。岐阜の
飛騨神岡町にある鉱山で働いた多数の労働
者が坑内で多量の粉塵を吸って、じん肺という
病気に罹患しました。青法協岐阜支部の会
員を中心に構成する弁護団が、じん肺に罹患
した労働者たちの権利の救済のために、どのよ
うな苦難を乗り越えてきたかについてお話しし、
岐阜地裁の判決の到達点についてお話しした
いと思います。 
  

 
 参加申込 

①お名前、②懇親会の参加の有無をご記載の上、下記
アドレスに３月２６日 
までにご連絡下さい。 
連絡担当者：弁護士 見田村勇磨 
見田村法律事務所 
岐阜市明徳町１０杉山ビル３階 
Tel:058-214-8714 
E-mail：myuma0331@yahoo.co.jp 

 

イベント日時等 
【対象者】司法修習生(岐阜修習、その他他県の修習生も歓迎します) 

【日時】 ４月１日（水） 

   １８：００～ 

     (終了後・懇親会あり) 
【場所】 ホテルグランヴェール岐山  
    岐阜市柳ケ瀬通６丁目１４番地 
    ５階 「乗鞍」にて 
【参加費】 無料 
【懇親会】 懇親会も無料です。 

 

主催：青法協岐阜支部 

 

  

 講師： 

神岡鉱山じん肺裁判弁護団  

 

決行！ 
青法協岐阜支部企画 

 


